
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2次富谷市総合計画の策定 

 本市では、平成 28年の市制施行にあわせて、まちづくりのビジョンである「富谷

市総合計画」を策定し、各施策を展開することで富谷市の基礎を築くとともに、市

民の幸せと富谷市の更なる発展を目指してまいりました。 

 少子高齢化やデジタル化、気候変動など社会情勢の急激な変化に迅速・着実に対

応するため、「第 2 次富谷市総合計画」を策定し、市制施行から 10 年を迎える令和

8年度からの新たな 10年間の計画をスタートします。 

 第 2 次富谷市総合計画では、3 つのまちづくりの柱と 7 つの基本目標をもとに各

施策を推進し、本市の強みである「市民力」を最大限に生かし、市民や地域、企業

などが一つになる「オールとみや」の体制で、誰もが「住みたくなる」、市民の皆様

には「住んでよかった」と思っていただけるまちを目指してまいります。 

 併せて、前期基本計画を策定し、5年間のまちづくりをけん引する 18施策を重点

化し、加速度をあげて取り組んでまいります。 

 報道機関の皆様におかれましては、ぜひ記事に取り上げていただきますようお願

いいたします。 

 

記 

1. 計画期間  令和 8年度～令和 17年度（10年間） 

        前期基本計画：令和 8 年度～令和 12年度（5年間） 

        後期基本計画：令和 13年度～令和 17年度（5年間） 

2. 将 来 像  住みたくなるまち日本一 ～100年間ひとが増え続けるまち～ 

3. 基本理念  市民が主役のまちづくり 

        “市民力”を発揮して、誰もが住み良い富谷へ 
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「住みたくなるまち日本一」を目指して  

 

 




